


社会教育行政年表
年 月『日 主 ・要 事 項

昭和 1 

20. 9.15 「新日本建設ノ教育方針」発表

25 I「青少年団体ノ設置並ピニ育成二関スル件」

（文部次官通牒）

10.15 社会教育局復活

11. 6 「社会教育振興二関スル件」 （文部省訓令）

13 「一般壮年層二対スル社会教育実施要領二関

スル件」 （社会教育局長通牒）

28 I「婦人教養施股ノ育成強化二関・スル件」 （社

会教育局長通牒）

21. : : 155 I「新教育指針」発表

7.5 「公民館の設置運営について」 （文部次官通

牒）

9.5 第 1回芸術祭開催

11. 1 第 1回国民体育大会（秋季大会）開催

3 日本国憲法公布

22. 3. s I文部省「父母と先生の会ー教育民・主化の手弓l」

発行

3.31 教育基本法公布

5．ー 第 1回社会教育研究大会（全国92会場）開催

9.22 通信教育認定規程公布

23. : : 192 I国立国会図嘗館法公布

4.12 「社会教育振興方策について」 （教育刷新委
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摘 要
貝会建議）

'23. 7.15 教官委員会法公布

10. 4 教育指導者講翌 (IFE L)開始

26 「連合軍総指令部貸与の16耗発声映写機及び

映画の受入れについて」 （文部次官通達）

11. 3 第 1回優良公民館文部大臣表彰

24. 5.31 文部省設置法公布

6.10 社会教育法公布 国及び地方公共団体の

任務、市町村及び都道

府県の教育委貝会の事

務、社会教育関係団体、

社会教育委員、公民館、

通信教育等について規

定

25. 2, 1 第 1回全国PTA研究協議会開催

11 第 1回社会教育委貝大会開催

4.27 社会教育審議会令公布

30 図書館法公布

5.30 文化財保護法公布

9.6 第 1回通信敢育優秀修了者社会教育局長表彰 第 7回（昭和31年）より

文部大臣表彰

26. 3.12 社会教育法の一部改正 (1)都道府県教育委員会

に社会教育主源及び

社会教育主半補を置
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き、市町村教育委員

会に 苛〈こと ができ

るとしたこと。

(2)社会教育主事及び社

会教育主事補の職務

を規定

(3)社会教育主事の資格

を規定

(4)社会教育主事の講習

• について規定

26. 4.ー 公民館・図書館施設費補助開始

6.21 社会教育主事講習捺規定制定

12. 1 博物館法公布

30. 3.181 r純襟教育の普及徹底に関する建猿」 （社会

教育審議会建議）

4.-1青少年教育施股費補助開始

9.15|指定統計「社会教育開査」を実施

11.29 I第 1回優良 PTA文部大臣表彰

33.4青年の家施設黄補

助にかわる。

指定統計「社会教育謂

査」は、昭和30、35、

38、43、46、50、53年

に実施

27. 1.27 第 1回全国婦人教育研究集会開催

4.一 博物館施設費補助開始

5.29 第 1回全国公民館大会開催

6.6 中央教育審議会令公布

11 :14 第 1回全国背年大会開備

28. 4. 9 I「視聴覚教育の運営の当面の問垣について」

（社会教育局長通達）

8.141青年学級振典法公布

29.6.10 1社会教育法施行5周年記念大会開催

8.27 教育映画等審査規程制定

31. 6.30 I地方教育行政の組織及ぴ遥営に関する法律公！教育委員会法 (23.7. 

布

32. 9.18I全国PTA指潟者講習会開催

12.10 「ラジオ及びテレビジョ ンの教育的利用方策

について」 （社会教育帝艤会答申）

33.4.281「勤労青少年教育の振興方策について」 （中

央教育審謡会答申）

34. 4. -I社会教育主謬等の泡外派遣事業開始

4. -l児窟文化センタ ー施設跨補助開始

14 国立中央野年の家設置

15)廃止
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34. 4.30 I社会教育法の一部改正 |(1)市町村の社会教育主

事を必置としたこと

(2)社会教育関係団体に

対し 、国及び地方公

共~fl体の助成ができ

るようにした こと

(3)市町村の社会敦育委

員は、 胄少年教育に

闊し、教育委員会が

委嘱 した特定事項に

ついて指祁助営でき

ることと したこと

(4)公民館の設醤、運営

に関する船ii`につい

ての規定を設けた こ

と等

34.11.21社会教育法施行］0周年記念式典開催
l 

12.28 「公民館の設磁及び巡常に関する4炉代』告示

35. 11. 1 I教育白白「進みゆく社会の青少年教育」を発

表

26 I第 1回婦人教育指淋者油外派遣実施

36. 6.16 | 7， ポーツ恨典法公布

12.261 f技能1恨査について」 （社会教育局荻通知）

ー ・’

L. ,．―•上

昭和54年 4月現在、英

施団体 5団体、11種目

37. 4.-I農村モデル図書館施設・設備費補助開始

4.-1同和対策築会所施設・設備費補助開始

10.30 I家庭教育専門研究会を設置

38. 7. l I国立阿蘇青年の家設置

39. 10.10 1第181ii1オリンビック東京大会開催

12.26 国立磐梯育年の家殷置

40. 4. 9 オリ ンピック記念宵少年総合センク ー法公布

7.1 国立社会教育研修所設置

8.11 「同和地区に関す る社会的及 び経済的諸問題

を解決するための差本的方策」 （同和対策審

議会答申）

10.16l国立大雪青年の家設臨

11. 5 教育白薔 「わが国の社会教育ー現状と課題」

を発表

42. 160: : I国立江:烏青年の家設置．

10. 9 「技能徘祉の認定に関する規制」 （告示）

44. 3.29 

昭和46年度から図書館

補助に統合

「映像放送お よびFM放送に よる教育専門放

送のあり方について」 （社会教育杏譲会答申‘
i
J
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44.: :110 I国立淡路守年の家骰置

7.10 岡和対策亭業特別措證法公布

45. 1. -1国際教育年

3.15 万国穂魔会開催

4.―i公立少年自然の家施設費補助開始

17 国立赤城寄年の家設瞳

ーー2
 

ー

，
 

4
 

9
,

＇

,
 

のための施策について」 （社会教育審訊会答

申）

社会教育法施行25周年記念公民館駿員表彩

50. 110:―l国際婦人年

10. l 国立室戸少年自然の家設置

・51. 5.10 国立三瓶青年の家設固

46. 4. 1 I国立能登青年の家骰置 I | 10. l 国立那須甲子少年自然の家設滋

30 I「急激な社会構造の変化に対処する社会教育

のあり方について」（社会教育審議会答申）

52. 7. 1 国立帰人教育会館設泄

10. 1 国立練早少年自然の家設漑

47. 2. 3 I第11回冬年オリンビック札幌大会lりii趾 11. 21国立科学栂物館100年記念式典開催

5.1 国立岩手山肖年の家設菰

5.15 国立沖縄青年の家骰甜

7.25 第3回世界成人教育会議東京で開iiii I 53. 4.-I県立総合社会教育施股施設費補助開始

4.ー 公立婦人教弁会館施股'it補助開始

10. l I国立花山少年自然の家設茜

4-8.4.-1公立視聴覚七ンタ ー施設践補助開始

121国立大洲脊年の家殷笹

11.30 「公立栂物館の股設及び運営に関する基幽」

（砦示）

54. l.―l国際児童年

6.8 「地域社会と文化について」 （中央教行沓議

会答tl•I )

s.10 I社会教育法公布30周年

49. 4.11 1国立釆鞍青年の家設醤

6.24 I r市町村における社会教育指森者の充実強化

_ ___J 
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社会教育局の機構の変遷

!~ 
昭．20.II. 10 昭．20.12.31 昭．21.3.15 昭．21.12.4 昭．22.7. 30 昭．24.5.31 5.30 昭．27.8. l 昭．31.3. 31 昭．33.5. I 昭．36.5. l 昭．37.3.29 昭．41,4,30 

文部省姐織規a 支部省組織令 （施行 4.1) （施行 5. l } 現 在

（文部省令21) （省19) （敗 63) （政 98) （政 124) （政 75) （政 136)

局 社会教寄謀 社会教育鰊

内 文 化課 社会枚育籍Ba 社会霞胄編お （廃 止）
主任胄

機 綱 査 課 （廃 止） 運 動厚生 •lI （廃 止）

楕 宗 務 課 （大臣官房へ）

芸術••「r 
（文化 局 へ）

< s. n. 3. 30) 

公民教育 課 （廃 止） 文化財保護 覆委ヘ

芸術諜 I 体 育 課 （体育局へ）

企 菌 課 視鳩覚教育課

奢作権 まー 著 作 権 課 （文化局 へ）
・‘

I 
鳩 人 教 育 諌

I 青少年教育課

i 

甚

品る裔i I ！ 綿繊文省 綿省組文
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社会教育法施行30周年記念

昭 和54年6,~；り日i




